
    第第第第１１１１回中山間地域振興推進本部回中山間地域振興推進本部回中山間地域振興推進本部回中山間地域振興推進本部    議事概要議事概要議事概要議事概要      【日 時】平成２５年１０月１５日（火） 【場 所】県庁北館第２会議室   【【【【会議会議会議会議のののの概略概略概略概略】】】】        １１１１    開会開会開会開会（（（（知事知事知事知事コメントコメントコメントコメント））））     ・中山間地域振興条例が成立した。今後，振興計画を来年後半にかけて取りまとめていく。  ・全庁を挙げて取り組んでいく必要があるので，対応をよろしくお願いしたい。 
 

 ２２２２    推進推進推進推進組織組織組織組織についてについてについてについて      設置要綱に基づき，「広島県中山間地域振興推進本部」（県庁内の推進体制。以下「本部」という。） 及び「広島県中山間地域振興協議会」（県と市町の協議会。以下「協議会」という。）を設置した。 
 

 ３３３３    本部及本部及本部及本部及びびびび協議会協議会協議会協議会のののの公開方法公開方法公開方法公開方法についてについてについてについて      本部及び協議会の公開方法について協議し，本部にあっては，意思形成過程が含まれるものを除き，  議事概要及び資料の公表をもって公開することとし，協議会にあっては，原則として公開するとの方 針を確認した。 
 

 ４４４４    「「「「中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域のののの振興振興振興振興にににに関関関関するするするする総合的総合的総合的総合的なななな計画計画計画計画」」」」のののの策定策定策定策定についてについてについてについて      中山間地域振興条例第７条に基づく「中山間地域の振興に関する総合的な計画」の策定方針につい て協議し，大まかなスケジュールの案について確認した。 
 

 ５５５５    そのそのそのその他他他他      今後，平成２６年度当初予算事業についての検討手順について協議した。 
 

 


